
地域 自・委 事業制度名 単価金額 計算 課税対象 交通費 移動費 備考

大阪府 委（大聴協）

池田 北 自 5000/半日 交通費等込 あり 込み なし

行政は市役所登録、個人は社

協、2023年度から設置がなく

なる

和泉 泉 自 意思疎通支援事業 2000/１H 15分毎500円 源泉徴収 なし（ろう者と共に移動する場合はろう者負担） なし 平日夜間休日同一金額に

泉大津 泉 9時ー17時 1700/1H  上記以外の時間 1800/1H家を出てから帰宅まで 市外での通訳の場合、派遣対象者の負担

泉佐野 泉 1800/1H 家を出てから帰宅まで
１か月あたり事務費として

２時間分加算

茨木 北 自 1904/1H 15単位 支給あり ネット配信1回15000円

大阪狭山 河 1500/H 月毎に計算 公共交通機関実費 なし

大阪市 市 委（市身協）
大阪市手話通訳者派遣

事業
平日昼間2,000/1H 休日･夜間2,250/1H1H未満は1Hに切り上げ なし 公共交通機関実費 なし 昼間9:00～18:00

貝塚 泉 2000/H 家を出てから帰宅まで

柏原 河 自 平日1800/1H 休日2000/1H 深夜2200/1H通訳時間（分）×単価 なし 公共交通機関実費
事前準備・報告書作成の活動手

当1000円/回

交野 京 自 1600/1H 30分は800円、31分以上～1600円 なし 公共交通機関実費 あり 移動費840円✖️時間

門真 京 自 1600/1H 実費 あり 500円

河南 河
河南町手話通訳者派遣

事業
1200/1H

月毎に計算30分以上切り上げ30分未満切

り捨て
なし 派遣時間原則9:00～17:30

河内長野 河
河内長野市意思疎通支

援事業
1600/1H 2400/1H　夜間

1Hまでは1600円

1H以上は15分毎に400円加算

夜間

午後10時～午前6時の派遣

1Hまでは2400円

1H以上は15分毎に600円加算

待ち合わせ時刻～解散時刻

なし

公共交通機関実費

自家用車使用200円

バイク使用100円

夜間または緊急時のタクシー利用を認められる場合

は実費支給

あり

手当　遠距離

自宅から派遣場所までの移動時

間が片道1Hを超えた時間に対

し30分毎に500円

派遣時間

午前9時～午後5時30分

岸和田 泉 委（大聴協） 併用 1900/1H 宅発から宅着 なし なし　含む 含む 委託は一部委託

熊取 泉 委（大聴協） 1700/1h 待ち合せ時間から通訳終了まで 500円（30分を超え１時間まで）

堺 泉 1980/1H 以降10分ごと330円 源泉徴収 公共交通機関実費 なし

消防からの救急要請の場合、

5:00～9:00.18:00～22:00は

1.25倍。22:00～翌5:00は1.5

倍。

四條畷 京 自 1600/1H 30分は800円、31分以上～1600円 公共交通機関実費
移動費1600円/時間、1H未満は

800円

島本 北 委（大聴協）

吹田 北 委（大聴協）

摂津 北



泉南 泉 自 2000/H
家を出てから帰宅まで＋報告書記入時間 公共交通機関実費。車の場合、高速代、駐車場代

太子 河 委（大聴協）

大東 京 意思疎通支援事業

1H1600 閉庁時割増  1H超え

て15分から45分未満800円

45分以上は1Hとみなす

あり 無し 現場から現場まで

高石 泉
平日1480/1H

 休日夜間1850/1H

緊急時9：30-17：30 1,980

 5:00-9:00、 5:30-22:00 2,475

 22:00-5:00 2,970

高槻 北 自
高槻市地域生活支援事

業の意思疎通支援事業

有資格1時間まで1900円、後

15分毎475円加算　無資格各

1700円、425円

有

田尻 泉 委（大聴協）

忠岡 泉 委（大聴協）

千早赤坂 河 委（大聴協）

豊中 北 自 4810/回 源泉徴収 交通費込み なし

豊能 北

富田林 河 意思疎通支援事業 1300/H   閉庁時同額

1ヶ月毎に合計

端数は15分単位で切り捨て

宅発から宅着

公共交通機関 なし

寝屋川 京 自 寝屋川市意思疎通支援者派遣事業1600/H 30分800円　30分以内800円　30分こえ1Hとして算定無し あり　全額

能勢 北 委（大聴協）

羽曳野 河 自 平日1300/1H 休日夜間1600/1H15分ごと325円 15分ごと400円 15分未満切り捨て四半期合算 ドアtoドアなし 公共交通機関実費 なし 平日9：00～17：30

阪南 泉 自 1400/H

15分は0.25で計算。報告書の記載は相談

します。5時以降は時間外として1.25で

計算。

移動時間、報告書作成時間加算

東大阪 河 自 意思疎通支援事業
通訳対応を行った時間2000

円/74分まで

2500円/75分　以降15分ごと500円

報酬が5000円を超える部分は1000円/60

分

なし 実費 なし 上限撤廃

枚方 京 自
枚方市意思疎通支援事

業
1600円/H なし 実費 なし

8:00-18:00は左記金額。6:00-

8:00、18:00-22:00は2000円

/H、22:00-6:00は2400円/H

藤井寺 河 自 1450円/１H
待ち合わせ～終了まで 1H越え30分毎に

725円
自家用車使用可

松原 河 自 1600円/1H
宅発から宅着

30分切り上げ切り下げ
無し

公共機関※登録者が松原市在住で市内の通訳の場合

は交通費無し、市外はあり。他市在住の登録者が松

原市内の通訳をする場合は交通費あり。

無し

岬 泉 自 1430円/1H 30分以上の通訳として報告書を提出 控除 報告書作成時間加算



箕面 北 自 3500/回 なし 交通費込み なし
箕面市外への派遣には交通費支

給

守口 京 委（大聴協）

八尾 河 委（大聴協）,自八尾市意志疎通支援事業1,000/30分 待ち合わせ～終了まで なし 支給しない、各自の交通手段を用いて行くものとする。なし

時間数、1か月の派遣時間数を集計し、合計時間を30分単位で切り上げる


